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                     第 ９ 号 議 案
                              平 成 30年 ６ 月 ６ 日

                             任 用 給 与 課

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について

  地方公務員法第５条第２項に基づき、平成30年６月５日付30議事第86号をもって東京都

議会議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。

                   記

議 案 名

１ 第１２３号議案 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例

意  見

異議ありません。
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１ 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例

   旅館業法の改正に伴い、所要の改正を行う。

項 目

該 当 条 文
内 容

手 当 額 等

別表

【旅館業法改正に伴う文言整備】

（現 行）「第２条に規定するホテル営業又は旅館営業」

   ↓

（改正後）「第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業」

施 行 期 日

附則
公布の日

【参考】旅館業法の一部を改正する法律（平成29年12月15日公布、平成30年６月15日施行）

○ 法改正の趣旨

    ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合し規制緩和を図ること等

新 旧

第２条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル

営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

２ この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を

設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、

簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

（削る）

第２条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、

旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

２ この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及

び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、

人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営

業以外のものをいう。

３ この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び

設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人

を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業

以外のものをいう。








